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(57)【要約】
　内視鏡または他の用途で使用するための走査デバイス
は、連続走査フレーム中に１つまたは複数の異なる走査
パラメータを用いて領域を走査するように駆動すること
ができる。１つまたは複数の軸に関して移動するように
アクチュエータにより駆動される光ファイバまたは反射
面を含むことができる走査デバイスは、連続走査フレー
ム中に異なるドライブ信号を提供されることがあり、そ
れにより走査パターンは、サイズ、少なくとも１つの方
向での振幅、深さ、持続時間、形状、および解像度の１
つまたは複数について連続走査フレーム間で異なるよう
にすることができる。したがって、走査デバイスにより
実施される各機能に関して適切な走査パターン、適切な
光源、および他のパラメータを使用して、様々な走査フ
レームを、撮像のため、診断を実施するため、治療を施
すため、および／または部位を監視するために採用する
ことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の走査フレーム中に光のビームを用いて領域を走査するために採用される走査デバ
イスであって、
　（ａ）光を用いて前記領域を走査するために、光源からの光を搬送するように構成され
た光伝達媒体であって、光ファイバを備える光伝達媒体と、
　（ｂ）前記光伝達媒体に結合され、所望のパターンで前記領域を走査することにより、
前記光伝達媒体を通して搬送される光を前記領域に向けるように構成された走査要素と、
　（ｃ）前記走査要素に結合されたドライバであって、前記所望のパターンで前記領域に
わたり前記光ビームが走査するように前記走査要素を移動させる力を前記走査要素に加え
るドライバと、
　（ｄ）前記ドライバにより前記走査要素に加えられる前記力の振幅と方向との少なくと
も１つを変化させるために前記ドライバに駆動信号を供給する制御機構であって、前記駆
動信号は、前記ドライバが、ある機能を実現するために１つの走査フレーム中に第１のモ
ードで前記走査要素を移動させ、かつ別の機能を実現するために後続の走査フレーム中に
第２のモードで同じ走査要素を移動させるようにし、前記第１のモードでの前記所望のパ
ターンの少なくとも１つの特性は、前記第２のモードでは実質的に異なる制御機構と
　を備えることを特徴とする走査デバイス。
【請求項２】
　前記ドライバは、２つの概して直交する方向に関して前記走査要素を移動させるために
前記力を加えることを特徴とする請求項１に記載の走査デバイス。
【請求項３】
　前記走査要素は、前記ドライバにより駆動されて動作する可動に取り付けられた光反射
面を備え、前記光ビームが前記所望のパターンで前記領域を走査するように、前記領域に
向けて前記光ビームを反射することを特徴とする請求項１に記載の走査デバイス。
【請求項４】
　前記ドライバにより加えられる前記力は、前記所望のパターンを実現するために、前記
走査要素を駆動させて概して共振動作にし、前記走査要素の前記共振動作は、前記１つの
走査フレームと前記後続の走査フレームとの間で中断されることを特徴とする請求項１に
記載の走査デバイス。
【請求項５】
　前記光伝達媒体は、前記１つの走査フレーム中に第１の光源に結合され、前記後続の走
査フレーム中に第２の光源に結合されるように構成され、前記第１の光源は、前記第２の
光源により生成される光とは実質的に異なる光を生成することを特徴とする請求項１に記
載の走査デバイス。
【請求項６】
　前記第１の光源により生成される前記光は、
　（ａ）前記光の強度と、
　（ｂ）前記光の波帯と、
　（ｃ）前記光の変調周波数と
　の少なくとも１つについて、前記第２の光源により生成される前記光とは実質的に異な
ることを特徴とする請求項４に記載の走査デバイス。
【請求項７】
　前記第１のモードにおいて前記第２のモードとは異なる、前記所望のパターンの前記少
なくとも１つの特性は、
　（ａ）スキャンパターンサイズと、
　（ｂ）スキャンパターン形状と、
　（ｃ）スキャンパターン持続時間と、
　（ｄ）前記スキャンパターンの解像度と、
　（ｅ）前記光ビームを構成する前記光の質と
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　の少なくとも１つであることを特徴とする請求項１に記載の走査デバイス。
【請求項８】
　前記制御機構は、前記第１のモード中に前記第２のモード中とは実質的に異なる滞留時
間が採用されるように、前記領域にわたって前記光ビームを走査させるための滞留時間を
選択的に制御することを特徴とする請求項１に記載の走査デバイス。
【請求項９】
　さらに、前記領域から光を受け取る光検出器を備え、前記光検出器は、前記領域の画像
を表示するためのディスプレイに接続するように構成されることを特徴とする請求項１に
記載の走査デバイス。
【請求項１０】
　前記第１のモードは、
　（ａ）前記領域を撮像する機能と、
　（ｂ）前記領域の状態を監視する機能と、
　（ｃ）前記光ビームを用いて前記領域に治療を提供する機能と、
　（ｄ）前記領域の状況を診断する機能と
　からなる機能の群から選択される少なくとも１つの機能に関して使用されることを特徴
とする請求項８に記載の走査デバイス。
【請求項１１】
　前記第２のモードは、
　（ａ）前記領域を撮像する機能と、
　（ｂ）前記領域の状態を監視する機能と、
　（ｃ）前記光ビームを用いて前記領域に治療を提供する機能と、
　（ｄ）前記領域の状況を診断する機能と
　の少なくとも１つに関して使用されることを特徴とする請求項８に記載の走査デバイス
。
【請求項１２】
　前記第１のモードと前記第２のモードとのそれぞれにおける前記所望のパターンは、
　（ａ）概して円形のスキャンと、
　（ｂ）概して楕円形のスキャンと、
　（ｃ）前記走査デバイスが点を実質的に照明する点スキャンと、
　（ｄ）線形スキャンと、
　（ｅ）プロペラスキャンと、
　（ｅ）リサージュスキャンと
　の少なくとも１つを備えることを特徴とする請求項１に記載の走査デバイス。
【請求項１３】
　前記光伝達媒体の端部は、損傷を伴わずにより高い強度の光の伝播を可能にするように
調整されており、前記調整は、
　（ａ）エンドキャップと、
　（ｂ）アパーチャと、
　（ｃ）機械研磨と、
　（ｄ）光学研磨と、
　（ｅ）気密封止と
　の少なくとも１つを利用することを特徴とする請求項１に記載の走査デバイス。
【請求項１４】
　さらに、
　（ａ）ビデオイメージングと、
　（ｂ）反射率監視と
　の少なくとも１つを使用する、損傷について前記光伝達媒体の入射面を監視するための
手段を備えることを特徴とする請求項１に記載の走査デバイス。
【請求項１５】
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　さらに、前記光伝達媒体の入射面の位置を制御するための動作制御システムを備え、前
記光伝達手段の位置合わせをユーザが実施できるようにすることを特徴とする請求項１に
記載の走査デバイス。
【請求項１６】
　前記走査デバイスを用いて行われる治療の進行は、
　（ａ）赤外放射と、
　（ｂ）偏光と、
　（ｃ）飛行測定の時間と
　の少なくとも１つとして、対象領域からフィードバックを収集することにより監視され
ることを特徴とする請求項１に記載の走査デバイス。
【請求項１７】
　続いて生じる走査フレーム中に複数の異なる機能を実現するために領域にわたり光ビー
ムを走査させるための方法であって、
　（ａ）１つの走査フレーム中に、光ビームを用いて前記領域を走査するために、第１の
走査パターンで走査要素を駆動するステップと、
　（ｂ）後続の走査フレーム中に、前記光ビームを用いて前記領域を走査するために、第
２の走査パターンで同じ走査要素を駆動するステップであって、前記第１の走査パターン
は、前記第２の走査パターンとは少なくとも１つの特性で実質的に異なるステップと、
　（ｃ）前記第１の走査パターンを使用して前記領域内で前記光ビームを走査させるとき
に、第１の機能を実施するのに適した前記光ビームのための光を提供するステップと、
　（ｄ）前記第２の走査パターンを使用して前記領域内で前記光ビームを走査させるとき
に、第２の機能を実施するのに適した前記光ビームのための光を提供するステップであっ
て、前記第２の機能は、前記第１の機能とは異なるステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記走査要素は、前記光反射ミラーが前記第１の走査パターンと前記第２の走査パター
ンとの少なくとも一方で駆動されるときに、前記光ビームを用いて前記領域を走査するよ
うに枢動可能に取り付けられた光反射面を備えることを特徴とする請求項１７に記載の方
法。
【請求項１９】
　さらに、前記第１の走査パターンと前記第２の走査パターンとの一方で前記領域を走査
することにより生成される前記領域からの光を撮像するステップを含むことを特徴とする
請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１の機能は、
　（ａ）前記領域を撮像する機能と、
　（ｂ）前記光ビームを用いて前記領域に治療を提供する機能と、
　（ｃ）前記領域の状況を診断する機能と、
　（ｄ）前記領域を監視する機能と
　の少なくとも１つを備えることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第２の機能は、
　（ａ）前記領域を撮像する機能と、
　（ｂ）前記光ビームを用いて前記領域に治療を提供する機能と、
　（ｃ）前記領域の状況を診断する機能と、
　（ｄ）前記領域を監視する機能と
　の少なくとも１つを備えることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第１の走査パターンで走査要素を駆動するステップと、前記第２の走査パターンで
同じ走査要素を駆動するステップの少なくとも１つは、実質的に共鳴状態に前記走査要素
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を移動させるようにするステップを含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第１のモードが前記第２のモードとは異なる前記少なくとも１つの特性は、
　（ａ）サイズと、
　（ｂ）少なくとも１つの方向の振幅と、
　（ｃ）持続期間と、
　（ｄ）形状と、
　（ｅ）解像度と、
　（ｆ）深度と
　の少なくとも１つであることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１のモード中に前記第２のモード中とは実質的に異なる滞留時間が使用されるよ
うに、滞留時間を可変して選択的に与えるステップをさらに含むことを特徴とする請求項
１７に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１の走査モードと、前記第２の走査モードで前記光伝達媒体を駆動するステップ
のそれぞれは、
　（ａ）概して円形のスキャンと、
　（ｂ）概して楕円形のスキャンと、
　（ｃ）前記走査デバイスが前記領域の点に関連して移動しない点スキャンと、
　（ｄ）線形スキャンと、
　（ｅ）プロペラスキャンと、
　（ｆ）リサージュスキャンと
　の少なくとも１つで前記光伝達媒体を駆動するステップを含むことを特徴とする請求項
１７に記載の方法。
【請求項２６】
　さらに、
　（ａ）前記領域から光を受け取るステップと、
　（ｂ）前記受け取った光に応答して、前記領域の画像を生成するステップと
　を含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２７】
　前記領域から受け取られた光は、前記第１の走査モードと前記第２の走査モードの少な
くとも１方の期間の前記領域を走査する前記光ビームにより提供されることを特徴とする
請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　さらに、前記画像で見るようにより小さい部分を拡大するために、前記第１の走査モー
ドと前記第２の走査モードの１方の期間の前記領域の部分が、前記第１の走査モードと前
記第２の走査モードの他の１方より小さい領域を走査するステップを含むことを特徴とす
る請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　さらに、前記第１の走査モードと前記第２の走査モードの少なくとも１方の期間の前記
光ビームのための実質的により高い強度の光源であって、前記領域に治療を提供するため
に使用されるものを採用するステップを含むこと特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第１の走査モードと前記第２の走査モードの少なくとも１方で走査するために前記
光伝達媒体を駆動するステップは、前記走査要素を駆動するために走査モードの間を中断
する振幅変調駆動信号を提供するステップを含むことを特徴とする請求項１７に記載の方
法。
【請求項３１】
　前記走査要素を走査するために駆動するステップの少なくとも１つは、前記光ビームの
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走査の方向と振幅をそれぞれより小さい領域に光ビームを向けさせるように制御すること
により、前記走査要素を前記領域の１以上の異なる実質的により小さな部分を選択的に走
査するようにさせるステップを含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項３２】
　さらに、診断機能を実施するために所望の位置で前記光ビームでの前記領域の走査を中
断するステップを備え、
　前記診断機能は、
　（ａ）前記所望の位置で蛍光の検出することと、
　（ｂ）前記所望の位置で蛍光または燐光寿命の１つを求めることと、
　（ｃ）前記所望の位置でレーザ誘導蛍光分光分析を行うことと、
　（ｄ）前記所望の位置で白色光反射率分光分析を行うことと、
　（ｅ）前記所望の位置でラマン分光分析を行うことと、
　（ｆ）前記所望の位置への距離を求めるために距離測定を実施することと、
　（ｇ）前記所望の位置で光コヒーレント反射深さ測定を行うことと、
　（ｈ）前記所望の位置でマルチフォトン検査を行うことと
　の少なくとも１つを備えることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項３３】
　さらに、治療機能を実施するために所望の位置で前記光ビームでの前記領域の走査を中
断するステップと、
　（ａ）前記所望の位置で焼灼の実施と、
　（ｂ）前記所望の位置で加熱させることと、
　（ｃ）前記所望の位置で光線力学療法を実行することと、
　（ｄ）前記所望の位置で光学イオン化させることと、
　（ｅ）前記所望の位置で光学重合させることと、
　（ｆ）前記所望の位置で光学音響振動させることと、
　（ｇ）前記所望の位置で分子を光学活性化させることと
　の少なくとも１つを実行するステップとを含むことを特徴とする請求項１７に記載の方
法。
【請求項３４】
　前記第１の走査モードと前記第２の走査モードの少なくとも１方は、
　（ａ）レーザ照明オプトポレーション処置、または
　（ｂ）ビジョン修正処置
　のうちの１つから採用されることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項３５】
　さらに、光ビームで走査される前記領域に関して追加の機能を提供するために、１以上
の追加の走査モードで走査要素を駆動するステップであって、前記それぞれの追加の走査
モードの少なくとも１つがそれぞれ他の走査モードの対応する特徴と異なるステップを含
むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項３６】
　さらに、光吸収を補助するために外的クロマフォアを採用するステップを含むことを特
徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項３７】
　さらに、光診断を補助するために外的フルオロフォアを採用するステップを含むことを
特徴とする請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも一部は、米国国立衛生研究所からの助成金（Ｎｏ．ＣＡ０９４３
０３、Ｒ２１　ＣＡ１１０１８４、ＣＡ０９４３０３－Ｒ３３、およびＣＡ１１０１８４
－Ｒ２１）による資金提供を受けた。米国政府は、本発明に一定の権利を有する。
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【背景技術】
【０００２】
　最小侵襲性医療処置（ＭＩＭＰ）の分野の拡大が、組織損傷および外傷をより少なくし
、回復時間をより速くし、かつ患者への危険をより小さくするシステムの必要性を高めて
いる。理想的には、ＭＩＭＰの医師は、より多様な機能を行うより小さな器具を必要とす
る。「１器具が全てを行う」手法は、簡単に使用できることを保証し、その操作をマスタ
ーするのに必要な時間を最小限にすることにより、複雑ではなく単純なものでなければな
らない。
【０００３】
　ＭＩＭＰの医師により使用される器具は典型的に、光撮像、監視、操縦、サイジング、
診断、生検、治療、手術、および非視覚監視／感知のための幾つかの異なる別個のシステ
ムを含む。これらの機能のただ１つのみをそれぞれが提供する複数の単一機能ツールに現
在必要とされている手術ポートの数を減少するために、これらの器具により提供される機
能を単一のコンパクトなデバイス内に組み合わせることが明らかに好ましい。ただ１つの
小さなポートだけが使用されるように、一体型の多機能ツールを採用することにより、手
術ツールを繰り返し取り外して挿入することに関連するリスクを激減させることができる
。ほとんどのＭＩＭＰは、医師が視覚的に処置を常に監視することを必要とするので、次
に治療を施すために特定の部位を識別するため、または既に施された治療の結果を見るた
めの光撮像が、ＭＩＭＰのための任意の完全に一体化されたシステムに必要なものと考え
られる。したがって、適切な多機能器具は、大抵、光撮像システムを含み、撮像システム
は、１つまたは複数の診断、撮像、および／または治療ツールと一体化させるべきである
。
【０００４】
　現在、ＭＩＭＰに関して一般的に使用されているツールは、得られる器具のサイズを過
剰に増加させることなく単一デバイスに一体化することは容易にはできない。例えば、操
縦可能な可撓性シャフトを含む全ての市販の光撮像システムは、画像品質を保つためにあ
るサイズ（直径）を保たなければならない。現在、可撓性スコープは、画像視野（ＦＯＶ
）または解像度が犠牲にされない限り、この限界よりも小さくすることができない。撮像
および何らかの診断能力は、癌の早期検出のための蛍光と組み合わせた標準の組織撮像な
ど、現在使用されている既存のスコープに一体化することができるが、現行の可撓性スコ
ープの光学システムは、一体化された診断と治療とを、医師により将来要求されることに
なる所要の程度の性能、サイズ、および価格で提供することはできない。
【０００５】
［ＭＩＭＰのために使用されている現行技術］
　現在市販されている可撓性スコープ設計は、光ファイバの束（光導波路）、および／ま
たは画像を捕捉するために検出器のアレイを有する１つまたは複数のカメラを使用する。
したがって、遠隔撮像のために採用されるこれらの可撓性スコープの直径は、画像サイズ
よりも小さく低減することはできない。したがって、照明のために使用される光ファイバ
を無視すると、スコープ直径は、カメラの個々の画素サイズにより、または画像を獲得す
るために使用される光ファイバの直径により制限される。現在、最小の画素要素は、約２
μｍの最小コア直径を有する光ファイバの端部のサイズにより決定される。光ファイバを
通して光を伝播させるために、周囲のクラッド層が必要とされ、最小画素サイズを直径３
μｍよりも大きくなるように増加させる。（例えば６４０×４８０画素の解像度を有する
）標準のＶＧＡ画像が望まれる場合、画像光ファイバだけのために必要とされる最小直径
は２ｍｍよりも大きい。したがって、２ｍｍ未満の全体直径を有するスコープを実現する
ためには、画素要素をより少なくすることにより、解像度および／またはＦＯＶを犠牲に
しなければならない。全ての市販のスコープは、高画像品質と小さなサイズとの間のこの
根本的な二律背反に直面している。
【０００６】
　したがって、ＭＩＭＰのために使用される器具の全体サイズを減少する目的で遠隔撮像
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システムに診断、監視、および治療（または光学手術）能力を追加することが望ましい。
上述した理由から、可撓性スコープのための現在の設計は、撮像性能を低減することなく
サイズを容易には低減することができないので、診断および治療用途を撮像システムと一
体化するための選択肢は、器具のサイズの増加、または各機能のための別個の器具の使用
を必要とするものと思われる。例えば、光線力学療法（ＰＤＴ）またはレーザ手術を行う
ために、一般的な内視鏡手術システムに高強度光源が追加されることがあり、あるいはＲ
ＯＩの状況を診断および／または感知するために、偏光源または他のマルチスペクトル特
殊光源が必要とされることがある。しかし、標準の内視鏡撮像のための白色光照明は、典
型的には、組織を拡散的に照明する光ファイバ束を通して提供され、効果的な光治療を生
み出すために高い強度および解像度での指向された光エネルギーを提供することができず
、しばしば、診断プロセスに必要とされる特性を有さない。したがって、ＰＤＴおよびレ
ーザ手術など、高強度光の指向された照明を必要とする任意の光治療、または特別な光源
も必要とする任意の診断プロセスは、可撓性撮像スコープのための既存の光学的設計を使
用できず、代わりに、第２の光経路および別個の制御機構に依拠しなければならない。
【０００７】
　診断または治療ＭＩＭＰを行うために、１つまたは複数の別個の器具が、標準の内視鏡
撮像装置のＦＯＶ内部で使用され、任意の追加の別個の器具は、しばしば第２の医師によ
り把持されて操縦されなければならない。典型的には、第２の器具は、光治療のための光
の高強度点源、熱的治療のための高温先端プローブ、または機械的切断のために使用され
るトロカールを提供する。第２の器具は、組織の表面に向けて移動され、通常、組織の表
面内部または表面にわたり移動され、ツールが手動で走査および操縦されるときに対象領
域をカバーする。これらの二次器具は、別個のポートを通して患者の体内に挿入され、し
たがって、使用される間、視覚画像における別の視点から見られる。さらに、治療器具は
しばしば、撮像ツールを用いて医師がＲＯＩを直接的に見るのを妨害し、医師が非常に正
確な治療を実現するのをかなり困難にする。これらの難点を克服し、進入点で摩擦および
非直観的な枢動を有する器具のシャフトを通して伝えられるわずかな感覚だけを頼りに作
業をできるようにするには、多大な訓練および実践が必要である。したがって、現行の撮
像および治療技術を用いて効果的に作業するためには、ＭＩＭＰの医師は、多くの訓練を
受けて、高い技術を身に付けていなければならない。
【０００８】
　明らかに、撮像、診断、および治療機能を一体化し、比較的小さな直径を通してこれら
の機能を送達し、訓練または技能をほとんど必要としない十分に直観的に使用することが
できる器具の必要性がある。理想的には、器具は、単一の光ファイバを使用して実施され
るべきであり、しかしそれでも、十分なＦＯＶ、良好な画像サイズ、および解像度を提供
することができるべきであり、治療を行いながら、患者の体内のＲＯＩが撮像中のＲＯＩ
に対応することを保証すべきである。現在、市販されている器具はどれもこれらの能力を
提供せず、そのような能力を提供するように簡単に修正することができない。
【０００９】
　これらの問題に対する少なくとも部分的な解決策が開発され、開示されている（例えば
、特許文献１参照）。「Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ，　Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ，　ａ
ｎｄ　Ｔｈｅｒａｐｙ　Ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｏｐｔｉｃ
ａｌ　Ｆｉｂｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題し、２００１年５月７日に出願された特許文献１
は、単一光ファイバの遠位端を駆動させて共振または近共振動作にして、患者の体内の対
象領域のための撮像、監視、感知、スクリーニング、診断、および治療を提供するために
使用することができる方法を開示する。しかし、高出力レーザにより提供される治療のた
め、ならびにＭＩＭＰ中の撮像、光学的診断、および光学的監視のために同じ光ファイバ
を使用することができるようにこの先行開示の走査ファイバ内視鏡に治療用高出力レーザ
光源を追加する試みを行うとき、問題が生じる。
【００１０】
　単一のコンパクトなデバイスでこの組合せ機能を提供するために同じ共振光ファイバを
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使用することができる２つのシナリオが存在する。第１のシナリオでは、単一光ファイバ
が、撮像のために赤色、緑色、および青色（ＲＧＢ）レーザに結合され、また、部位に治
療を提供するために高出力レーザに選択的に結合される。先行の特許出願の教示を受けて
、非常に短い滞留時間に亘って単一または幾つかの画素を照明するために簡単に高出力レ
ーザが励起され、この滞留時間は、共振光ファイバの動作が部位の撮像と部位への治療の
実施との間で中断されないので、この出願で開示されるように、ＲＧＢレーザを用いた低
出力レーザ光撮像のために使用されるのと同じ滞留時間である。この第１のシナリオでは
、撮像のための同じシングルモード光ファイバが、高出力パルスを送達するために使用さ
れる。
【００１１】
【特許文献１】米国特許出願第０９／８５０５９４号明細書（この出願は許可され、特許
発行料は１年以上前に支払われているが、特許状はまだ発行されていない）
【非特許文献１】“Modeling and Control of the Resonant Fiber Scanner for Laser S
canning Display or Acquisition,” Smithwick et al., page 1455, SID '03 Digest,(2
003)
【非特許文献２】“A Miniature Head-Mounted Two-Photon Microscope: High-Resolutio
n Brain Imaging in Freely Moving Animals,” Helmchen et al, Neuron, Vol.31, 903-
912, September 27, 2001, Copyright 2001 by Cell Press
【非特許文献３】Yuhe Shao et al., “MEMS Three-dimensional scan mirror, In MOEMS
 Display and Imaging Systems II,” edited by Hakan Urey et al, Proceedings of th
e SPIE Vol.5348: 175-183, 2004
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかし、この第１の手法を用いた実質的な問題は、組織のカラー撮像に適した短い滞留
時間が固定され、しかし典型的には、光治療の効果的な送達のためには短すぎることであ
る。同じシングルモード光ファイバを介して送達することができるレーザ出力を使用して
光治療を行うには固定滞留時間が短すぎる場合、代替手法が必要とされる。この代替手法
は、撮像、診断、および／または監視機能のために使用される共振光ファイバスキャナと
は別個の、治療用光パワーを組織に送達するだけの追加の光ファイバを使用することを必
要とすることがある。この代替手法では、大抵、治療に使用される別個の光ファイバは非
走査であり、撮像範囲内部に治療照明の固定点を生み出す。治療用光ファイバが定位に固
定される場合、望まれる場合には部位に高出力レーザ光が指向される状態で内視鏡を静止
して保つことができると仮定すると、高出力レーザ照明の滞留時間は、治療用レーザ光源
が励起される限り延長することができる。残念ながら、この第２の代替手法は、内視鏡の
サイズおよび複雑さを増加させ、おそらく、治療が行われるべき部位の一部分に亘って治
療用光ファイバを容易に走査させるという選択肢を提供しない。固定された治療用光ファ
イバは、内視鏡の遠位端が、治療用光ファイバの遠位端から所望の治療部位に向かって放
出される高強度の光を指向するように操縦されることを必要とする。これらの機能の任意
の１つのために様々な滞留時間を可能にするただ１つの走査光ファイバを使用する、治療
と、撮像、診断、および監視など他の機能の１つまたは複数との両方を行うための別の方
法を開発することが好ましい。
【００１３】
　また、単一の走査光ファイバを使用して所望の機能の任意のものを提供するとき、走査
されるパターンのサイズ、ならびにその形状、および他の特性を変更することが望ましい
。例えば、撮像中の走査パターンは、治療を送達するときまたは光学的診断を行うときに
走査すべき比較的小さな領域部分に比べて、かなり大きな領域を撮像することがある。先
行の開示はどれも、機能モードを変更するため、および特定の機能に適した走査特性に変
更するために走査光ファイバを中断する技法を提供していない。
【００１４】
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　可変順次フレーミングは、同じ共振走査デバイスを使用することにより、撮像と、診断
、治療、および監視の１つとを時系列で提供するので、撮像機能と共にフレームシーケン
シャル様式で行われる非撮像機能に必要とされる時間を最小限にすることが望ましい。一
般に、治療および何らかの診断に関して、より短い滞留時間は、局所化加熱を低減し、組
織に向けられたレーザ光により引き起こされることがある非照準組織への光損傷を最小限
にする。しかし、より短い滞留時間は、レーザ源に関してより高いピーク出力を必要とし
、光伝達媒体を光損傷の危険にさらす。特別に調整された光伝達媒体は、光損傷しきい値
を増加する助けとなり、したがって滞留時間を最小限にできるようにする。光損傷の危険
は完全に低減することはできないので、光伝達媒体が適切に機能していないときには医師
がデバイスの使用を避けることができるように、損傷について光伝達媒体の端部を監視す
ることが望ましい。光伝達媒体が損傷を受けた場合、医師が、媒体を新たなものに交換し
てシステム機能を回復させる必要がある。したがって、システムは、光伝達媒体を光源に
結合する高い技術的な熟練を必要としない様式で光伝達媒体の交換を容易にする手段を含
むべきである。この目的は、ユーザによる入力とは無関係なソフトウェアベースの位置合
わせルーチンを用いた自動化された位置制御システムを含むことにより実現することがで
きる。
【００１５】
　滞留時間を短縮するための別の技法は、ＲＯＩ内での外的クロマフォア（ｅｘｔｒｉｎ
ｓｉｃ　ｃｈｒｏｍａｐｈｏｒｅｓ）の使用である。医師により適用されるとき、これら
のクロマフォアは、吸光、およびそれによる局所化加熱を補助することができ、加えられ
る光の必要な滞留時間を短縮する。医師は、個々の診断または治療処置について特定のク
ロマフォアを使用することを望むことがある。したがって、診断または治療システムが、
最もよく使用されるクロマフォアおよびフルオロフォア（ｆｌｕｏｒｏｐｈｏｒｅｓ）を
含む処置のための偶発性を含むことが望ましい。これらの偶発性は、大抵、クロマフォア
を補償するために滞留時間の変化を含む。
【００１６】
　完了する時間を医師が前もって知らないことがあるので、処置が完了する時を求めるた
めに、加えられる治療の進行を監視する必要がしばしばある。従来使用されている手法は
、固定されたファイバ検出器を使用した画像収集を提供している。しかし、この状況で有
用な他の技法が存在する。例えば、ＲＯＩからの赤外放射の収集は、領域の温度に関する
有用な手がかりを与えることができる。ＲＯＩから戻される光の偏光を監視することは、
治療のターゲットの状態を求めるのに有用であることがある。飛行時間測定は、スコープ
の遠位先端からのＲＯＩの深さまたは距離に関する特定の情報を与えることができる。し
たがって、少なくとも１つの実施形態では、外科用スコープは、ＲＯＩからのフィードバ
ックを収集することにより、加えられる治療の進行を監視することができる能力を有する
べきである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　したがって、例示的な走査デバイスで具現化される、複数の走査フレーム中に光のビー
ムを用いて領域を走査するための新たな手法が開発された。走査デバイスは、光源から光
を搬送するように構成された光伝達媒体を含む。走査要素が、光伝達媒体に結合され、所
望のパターンで領域を走査することにより、光伝達媒体を通して搬送される光を領域に向
けるように構成される。ドライバが、走査要素に結合されて、所望のパターンで領域にわ
たり光ビームが走査するように走査要素を移動させる力を走査要素に加える。さらに、制
御機構が、ドライバにより走査要素に加えられる力の振幅および方向の少なくとも１つを
変更するためにドライバに駆動信号を供給する。この駆動信号は、ドライバが、１つの走
査フレーム中に第１のモードで走査要素を移動させ、後続の走査フレーム中に第２のモー
ドで走査要素を移動させるようにする。第１のモードでの所望のパターンの少なくとも１
つの特性は、第２のモードでは実質的に異なる。
【００１８】



(11) JP 2009-516568 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

　１つの例示的な実施形態では、ドライバは、２つの概して直交する方向に関して走査要
素を移動させるために力を加えるように構成される。以下に論じる少なくとも１つの実施
形態において、走査要素は、ドライバにより駆動されて動作状態になるように構成された
可動に取り付けられた光反射面（例えばミラー）を備え、したがって光ビームは、領域に
向けて光反射面から反射され、それにより所望のパターンで領域を走査する。
【００１９】
　必要とはされないが、１つの例示的な実施形態では、ドライバにより加えられる力は、
所望のパターンを実現するために、走査要素を駆動して概して共振動作にする。この場合
、走査要素の共振動作は、連続走査フレーム間で中断することができる。
【００２０】
　１つの例示的な実施形態では、光伝達媒体は、１つのフレーム中に第１の光源に、かつ
後続のフレーム中に第２の光源に結合される、または連絡するように構成される。第１の
光源は、第２の光源により生成される光とは実質的に異なる光を生成する。例えば、第１
の光源により生成される光は、光の強度と、光のパルスまたは連続性質と、光の波帯との
少なくとも１つについて、第２の光源により生成される光とは実質的に異なることがある
。
【００２１】
　１つの例示的な実施形態では、光伝達媒体は、スキャナにマルチスペクトル光を搬送す
ると共に、走査要素の一部でもあるシングルモード光ファイバである。以下に論じる少な
くとも１つの実施形態では、そのようなシングルモード光ファイバの遠位先端からの光の
得られる点源は、ファイバスキャナの機械的な共振またはその付近で２つの概して直交す
る方向で走査することができる。所望のパターンを発生するために、走査される光の共振
動作の振幅を変調することにより多次元走査パターンを発生させることができる。
【００２２】
　別の例示的な実施形態では、小さなコアの光ファイバの少なくとも一端が、損傷を伴わ
ずにより高い強度の光の伝播を可能にするように調整されている。調整の形態は、例えば
、エンドキャップ、アパーチャ、機械研磨、光学研磨、および／または気密封止を含むこ
とがある。例えばビデオイメージングまたは光反射率測定を使用して、損傷を検出するた
めに、撮像および治療を行う光ファイバの近位端を監視することができる。
【００２３】
　第１のモードにおいて第２のモードとは異なる、所望のパターンの少なくとも１つの特
性は、スキャンパターンサイズ、形状、深さ、持続時間、解像度、または光ビームを構成
する光の質であってよい。また、制御機構は、第１のモード中に第２のモード中とは実質
的に異なる滞留時間が採用されるように、領域にわたり光ビームを走査させるための滞留
時間を選択的に制御するように構成することができる。
【００２４】
　また、走査デバイスは、領域から光を受け取る光検出器を含むことがある。光検出器は
、好ましくは、領域の画像を表示するためのディスプレイに接続するように構成される。
したがって、第１のモードは、領域を撮像する機能と、領域の状態を監視する機能と、光
ビームを用いて領域に治療を提供する機能と、領域の状況を診断する機能との少なくとも
１つに関して使用することができる。同様に、第２のモードは、領域を撮像する機能と、
領域の状態を監視する機能と、光ビームを用いて領域に治療を提供する機能と、領域の状
況を診断する機能との少なくとも１つのために使用することができる。
【００２５】
　例えば、走査デバイスの用途に応じて、第１のモードと第２のモードとのそれぞれにお
ける所望のパターンは、例えば、概して円形のスキャンと、概して楕円形のスキャンと、
点スキャン（すなわち、走査要素が移動されない場合）と、線形スキャンと、プロペラス
キャンと、リサージュスキャンとの少なくとも１つを含むことができる。
【００２６】
　別の態様は、続いて生じる走査フレーム中に複数の異なる機能を実現するために領域に
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わたり光ビームを走査させるための方法を対象とする。この方法のステップは、上述した
走査デバイスにより提供される機能に概して整合性がある。
【００２７】
　この発明の開示の項は、発明を実施するための最良の形態の項で以下に詳細にさらに説
明する単純化された形態での幾つかの概念を紹介するために提供された。しかし、この発
明の開示の項は、特許請求される主題の重要な、または本質的な特徴を識別することは意
図されておらず、特許請求される主題の範囲を決定する助けとして使用されることも意図
されていない。
【００２８】
　１つまたは複数の例示的な実施形態およびそれに対する修正形態の様々な態様および付
随する利点は、添付図面に関連して述べられる際に以下の詳細な説明を参照してより良く
理解されれば、より容易に把握されよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
［図および開示される実施形態は限定するものではない］
　例示的な実施形態を、図面の参照図に例示する。本明細書に開示される実施形態および
図は、限定ではなく例示とみなされるものと意図されている。
【００３０】
［例示的な走査デバイス］
　走査デバイスにより提供される連続走査フレームが走査周波数、走査パターン、振幅、
持続時間などの少なくとも１つの特性に関して異なるように走査デバイスを駆動するため
の以下に論じる技法は、様々な異なるタイプの走査デバイスに対して、かつ幾つかの異な
る用途に関して適用可能である。用語「走査フレーム」は、部位を走査することにより単
一画像フレームを獲得することに関連して用いられるときに明瞭な意味を有する。しかし
、本明細書で使用する際、「走査フレーム」（または単に「フレーム」）は、特定のモー
ドで走査デバイスが動作する、例えば特定のパターンで、または特定の振幅または周波数
で走査デバイスが動作する時間間隔を意味するものと意図される。フレームは、典型的に
は、通常の撮像のみの動作中、連続的に繰り返される。
【００３１】
　その単純さゆえに最良の実施形態が図１Ａに例示されており、図１Ａは、光ファイバデ
バイス１０を示し、光ファイバデバイス１０は、可変線形または楕円スキャンモードで駆
動可能である。この図に示されるスキャンモードは、例えば圧電セラミック管アクチュエ
ータ３０を使用して光学的片持ち梁２０を駆動させて共振（または近共振）状態にするこ
とにより、発生させることができる。単軸（線形）スキャンパターン２２は、アクチュエ
ータ３２の一方または両方の電極に電圧を印加することにより発生させることができる。
ベース励起ファイバ片持ち梁の機械的共振周波数またはその付近での振動電圧（例えば正
弦波）を印加することにより、ファイバ片持ち梁の機械的共振により、先端動作の振幅を
機械的に増幅することができる。例えば、同じまたはわずかに異なる共振周波数で、アク
チュエータの電極３４の第２の直交する組に第２の正弦曲線電圧（余弦波）を同時に印加
することにより、共振ファイバ先端が楕円パターンで動作する。
【００３２】
　画像は、撮像レンズ２４を使用して、ファイバの走査される遠位端からの光を合焦する
ことにより、図１Ａに示されるファイバスキャナにより生成される。典型的には、撮像レ
ンズは、走査するファイバ先端からの走査点源を、線形（１次元）または楕円（２次元）
パターンで対象領域（ＲＯＩ）に合焦して拡大する。楕円スキャン中にアクチュエータに
印加される電圧の振幅を変更することにより、２次元（２Ｄ）空間充填照明パターンが生
成される。時系列（１時点に１画素）で２Ｄ画像を生成するための信号を提供する後方散
乱照明光を収集するために、ファイバスキャンを取り囲む光収集光ファイバ２６が使用さ
れる。典型的には、光収集光ファイバ２６は、光収集効率を高める目的で、大きなコアお
よび高い開口数のマルチモード光ファイバである。対照的に、走査照明のために使用され
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る光ファイバ２０は、シングルモード光ファイバである。シングルモード光ファイバは、
最小の実効点源を提供し、これは、対象領域上での走査スポットの点像分布関数（ＰＳＦ
）を減少し、２Ｄ画像からの最高の空間解像度を可能にする。シングルモードファイバは
、電気通信および感知用途で一般に使用される小さなコアの光ファイバであってよく、あ
るいはミクロ構造ファイバであって、より大きな実効コアサイズを有することができる光
子結晶またはバンドギャップ光ファイバであってよい。
【００３３】
　図１Ｂに例示されるように、後方散乱光の収集は、シングルモードコアと２つの同心円
クラッド層とを有する光ファイバを使用することにより増強することができ、内側クラッ
ドが、後方散乱光の収集のために使用される。静止二重クラッド光ファイバ５０の遠位先
端は、光ファイバの異なる導波領域に光を受け取るための２つの開口数を有するように示
されている。典型的には、内側領域（コア）は、低い開口数を有し、しばしば小さなコア
直径５２を有する。コアの開口数は、円錐として示されており、その頂点はコア端面５４
にある。一方、二重クラッド光ファイバの内側クラッド領域は、典型的には、はるかに大
きな直径５６を有し、より大きな円錐角５８により示されるようにより高い開口数を有し
、外側クラッド層は、しばしば、最小屈折率の薄膜ポリマーコーティング６０である。二
重クラッド光ファイバ５０など、より複雑な照明光ファイバの使用は、撮像用途のための
周囲の収集光ファイバ２６をなくすという利点を提供し、全体的な内視鏡先端直径をより
小さくできるようにする。
【００３４】
　例えば、図２Ａの切欠図が、光ファイバデバイス２００の可変半径または螺旋スキャン
モードを例示する。この図に示されるスキャンモードは、２軸圧電セラミック管アクチュ
エータ２０６を使用して光ファイバ２０８を駆動させて共振（または近共振）状態にする
ことにより、発生させることができる。この例示的な実施形態では、複数の光検出器２０
４が、単純な構成で単一圧電セラミック管アクチュエータ２０６の周りに配列されて、こ
の図には示されていないＲＯＩから受け取られる光を示す信号を生成する。別法として、
同心円状に配置されて間隔を空けられた光ファイバ２０２の同様のアレイが、光ファイバ
の遠位端で受け取られた光を、ＲＯＩから、光ファイバの近位端（例えば患者の身体の外
側）に配設された光検出器（図示せず）に搬送することができる。圧電セラミック管アク
チュエータ２０６が、光ファイバ２０８を同心円状に取り囲み、光ファイバは、遠位端２
１０に向けてテーパを付けられる。この管アクチュエータは、光ファイバ２０８の自然共
振周波数の高調波に対応する駆動力を生成し、それにより光ファイバの遠位端は、作動制
御された半径を有する軌道２１２で動作する。走査光ファイバの遠位端は、撮像レンズ系
２１４を追加することにより照明面（図示せず）上に合焦することができる光点源に対応
する。この実施形態の主な利点は、これが、高解像度と、指向された照明と、比較的小さ
な直径の筐体内での撮像とを提供する単一アクチュエータおよび導波路を採用することで
ある。
【００３５】
　円形スキャンモードでは、一連の可変半径の円が生成される。光ファイバは、連続走査
フレーム中にいずれかのモードで駆動させることができる。螺旋スキャンモードで駆動さ
れるとき、光ファイバは、半径が交互に増加および減少する螺旋スキャンを生成する。代
替のスキャンパターンでは、半径は、所望のパターンで増加され、次いでファイバが、よ
り迅速にその中央位置に戻り、次のフレームを始める。円形または螺旋スキャンモードで
は、光ファイバ２０８の遠位端がＲＯＩを走査して、領域を撮像し、またＲＯＩにわたり
治療および／または診断機能を行う。片持ち式光ファイバの旋回動作は、圧電セラミック
管アクチュエータ２０６の４つの個々の象限に印加される電圧を増加または減少させるこ
とにより、より大きな直径またはより小さな直径で制御可能に駆動される。したがって、
１つの走査フレームから次のフレームへとスキャンの直径の変化をもたらすことができる
。
【００３６】
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　「プロペラ」スキャンモード２１６が図２Ｂに例示されている。この走査モードでは、
走査光ファイバが、様々な直径の円に沿って往復して移動して、ＲＯＩを走査する。線形
スキャンの回転は、２軸圧電セラミック管アクチュエータにより、または単に、動作軸が
光ファイバの長手方向軸の周りで対応する様式で回転するように単軸アクチュエータを回
転させることにより発生させることができる。先と同様に、プロペラスキャンモードも連
続走査フレームで使用することができ、あるいは線形、楕円、円形、または螺旋スキャン
モードと組み合わせて連続走査フレームで使用することができる。
【００３７】
　内視鏡の先端で静止撮像レンズ系を使用する代わりに、光ファイバデバイスの代替ビー
ム走査実施形態２２０が図２Ｃに例示されている。この実施形態は、遠位ファイバ先端に
あるマイクロレンズ２２８と、スキャンレンズ系２３８との組合せを使用する。光ファイ
バ２２６の遠位端でのマイクロレンズ２２８の使用は、広い視野（ＦＯＶ）にわたって一
貫して小さいＰＳＦを生成する。共振片持ち式導波路構造へのマイクロレンズの追加は、
図１Ａおよび２Ａに示される前述の点源撮像実施形態よりも複雑な動的システムを形成す
る。ビーム走査実施形態２２０は、円筒形支持ハウジング２２２を含み、ハウジング２２
２内に、共振２Ｄ走査モードで振動するように光ファイバ２２６を駆動させる圧電または
圧電セラミックタイプの円筒形アクチュエータ２２４が配設される。マイクロレンズ２２
８は、光の走査ビームを概してコリメートする目的で光ファイバ２２６の遠位端に作製さ
れる。光の走査ビーム２３０は、スキャンレンズ系２３８により合焦され、光ファイバお
よび円筒形ハウジング２２２の長手方向軸に対して好ましくは少なくとも４０°以上の角
度をなす。走査時、光ファイバの片持ち部分の中央が、例示されるようにこの軸の周りで
往復して移動し、一方、光ファイバ２２６の遠位先端から発する光の点源は、その慣性質
量により、かつ振動ノードが共振の第２のノードで先端付近にあることにより、概して静
止したままである。アクチュエータ２２４とマイクロレンズ２２８の質量とを越えて遠位
方向に延在する光ファイバ２２６の長さは、この形態の動作で走査が行われることを保証
するように選択される。光検出器２３２は、スキャンレンズ２３３の外環として、円筒形
アクチュエータ２２４を囲むベース２３５に配設され、アクチュエータ２２４は、後方散
乱光を高い効率で検出器にチャネルする助けとなるように高い光反射性の材料２３７（例
えばアルミニウム）で被覆されることがある。光検出器は、光センサであってよく、また
は収集光ファイバの遠位先端を構成していてもよい（収集効率を高めるために、各収集光
ファイバにマイクロレンズを含めるという選択肢もある）。
【００３８】
　理論上は、モノクロームまたは白黒画像を発生させるためには、後方散乱された走査光
を収集するためにただ１つの光検出器のみが必要とされる。フルカラー画像を発生させる
ための単純な方法は、青色、緑色、または赤色光伝送のために選択された異なるフィルタ
でそれぞれカバーされた３つの光検出器を使用することである。シリコンベースの半導体
フォトダイオード（Ｓｉ－ＰＩＮタイプなど）が、それらの高感度、低コスト、小さなサ
イズ、高速、および耐久性により、可視および近ＩＲ光検出に好ましい。ＩＲ光検出を使
用する本発明の実施形態には、ＩｎＧａＡｓ材料フォトダイオードなど、電気通信業界で
慣例的に使用されているフォトダイオードが好ましい。一体型の光走査技法の解像度は、
光検出器のサイズおよび数に依存しないので、信号レベルの増加と信号レベル間の区別と
の目的で、光ファイバアセンブリの遠位端での全ての利用可能な空間を光検出器でカバー
することができる。少なくとも１つの実施形態では、光検出器は、光軸の周りでステレオ
対として提供され、それによりＲＯＩのトポグラフィフィーチャ（ｔｏｐｏｇｒａｐｈｉ
ｃａｌ　ｆｅａｔｕｒｅｓ）（例えば影）を向上させることができ、スペクトル反射から
のグレア（ｇｌａｒｅ）を低減させることができる。ＩＲ放射が可視光に関連して使用さ
れる場合、フィルタ（図示せず）を用いずに、様々な感光材料からなる光検出器を使用す
ることができる。フィルタされない光検出器のスペクトル応答を分離するための代替方法
は、検出器信号を、パルス出力を有する適切な照明源と時間的に同期させることを必要と
する。例えば、ＲＧＢレーザまたは他の光源が、高速時系列で、光検出器から受信される
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信号の処理と同期して個々にパルスされる場合、フィルタを用いずに同じ可視光検出器を
使用することができる。
【００３９】
　リード線２３４が、各光検出器から、患者の身体の外部にある光ファイバの近位端に延
在して、上述したように、光検出器から外部機器に電気信号を搬送する。アクチュエータ
２２４は、リード線２３６を介して供給される電気信号により駆動され、電気信号の特性
およびタイミングが、スキャンパターン、振幅、および各連続走査フレームで実行される
走査パターンの他のパラメータを決定する。
【００４０】
［例示的な走査システム］
　図３は、患者の体内にある様々な構成要素により発生される信号が外部機器により処理
される様子、および連続走査フレームの（１つまたは複数の）走査パラメータを変更する
ためにシステムを制御するのに使用される信号が、患者の体内に（例えば内視鏡に）位置
決めされた構成要素に入力される様子を示すシステム３５０を例示する。したがって、一
体化された撮像と他の機能とを提供するために、システム３５０は、患者の身体の外部に
ある構成要素と、体内で使用される構成要素（すなわち、破線３５２内部の構成要素）と
に分割される。ブロック３５４は、走査光ファイバシステムの遠位端に配設された機能構
成要素を列挙する。そこに示されるように、これらの例示的な構成要素は、照明光学系と
、１つまたは複数の電気機械的スキャンアクチュエータと、１つまたは複数のスキャン制
御アクチュエータと、スキャナ動作の制御のための１つまたは複数のスキャナ動作検出器
と、ＲＯＩを撮像するための光子検出器と、任意選択で、診断目的のため、ならびに治療
および監視目的のための追加の光子検出器とを含むことができ、それらの１つまたは複数
は、様々な走査フレーム中に採用される走査のパラメータを変更することにより同じ走査
デバイスを使用して実施することができる。システム３５０に関して、特定の用途に実際
に必要とされる機能構成要素だけしか含まれないこともあることに留意すべきである。ま
た、撮像以外の追加の機能は、診断または治療、あるいはこれらの機能の組合せであって
よい。
【００４１】
　外部から、照明光学系および（１つまたは複数の）スキャナは、ブロック３５６に示さ
れる撮像源および変調器から光を供給される。光ファイバシステムの遠位端に搬送される
ＲＧＢ、ＵＶ、ＩＲ、および／または高強度光を発生するための外部光源システムの幾つ
かの好ましい実施形態に関するさらなる詳細は、以下に開示され、または当業者に明らか
であろう。走査を制御するためにスキャナセンサを使用することができ、スキャナアクチ
ュエータ、照明源、および変調器にフィードバックされる信号を発生して、ブロック３６
０での信号処理後に走査制御を実施する。温度が共振に影響を及ぼすので、センサは、単
に１つまたは複数の温度センサでよく、初期化に基づいたオープンフィードバックシステ
ムであってもよい。また、システムを介して伝送されるより高いパワーの治療用照明によ
り、または間接的に、組織から放射されて戻る熱の結果として、温度上昇が生じることも
ある。
【００４２】
　ブロック３６０で、撮像光子検出器により、かつ診断／治療および監視目的のために採
用される他の光子検出器に関して生成される電子信号を使用して、画像信号フィルタリン
グ、バッファリング、スキャン変換、増幅、および他の処理機能が実施される。ブロック
３５６および３６０は、それぞれのブロックにより行われる機能を容易にする信号を搬送
するために双方向で相互接続される。同様に、これらのブロックのそれぞれは、ブロック
３６２と通信して双方向で結合され、ブロック３６２で、アナログデジタル（Ａ／Ｄ）お
よびデジタルアナログ（Ｄ／Ａ）変換器が、画像獲得、処理のため、関連プログラムの実
行のため、および他の機能のために採用されるコンピュータワークステーションユーザイ
ンターフェースまたは他の計算デバイスに供給される信号を処理するために提供される。
コンピュータワークステーションからの制御信号は、ブロック３６２にフィードバックさ
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れ、適切な場合には、ブロック３５６、３５８、および３６０で提供される各機能を制御
または作動するためにアナログ信号に変換される。また、ブロック３６２のＡ／Ｄ変換器
およびＤ／Ａ変換器は、データ記憶装置が提供されるブロック３６４、およびブロック３
６６に双方向で結合される。ブロック３６６は、走査光ファイバの端部を患者の体内で操
縦、位置決め、および安定化するためのユーザインターフェースを表す。
【００４３】
　ブロック３６４で、データ記憶装置は、患者の体内にある検出器により生成された画像
データを記憶するため、ならびに走査光ファイバにより実施される撮像および諸機能に関
係付けられる他のデータを記憶するために使用される。また、ブロック３６４は、コンピ
ュータワークステーション３６８、およびブロック３７０にある（１つまたは複数の）対
話式ディスプレイモニタに双方向で結合される。ブロック３７０は、ブロック３６０から
入力を受信し、ＲＯＩの画像を対話式に表示できるようにする。さらに、ブロック３７２
に示されるように、１つまたは複数の受動ビデオディスプレイモニタがシステム内部に含
まれることもある。また、他のタイプのディスプレイデバイス、例えばヘッドマウントデ
ィスプレイ（ＨＭＤ）システムを提供することもでき、医療従事者が擬似立体画像として
ＲＯＩを閲覧できるようにする。
【００４４】
［撮像、診断、および治療のための例示的な走査システム］
　図４は、使用される機器に応じて、走査システム４６０内の走査デバイスを用いて行う
ことができる様々な機能を例示する。この例では、ただ１つの走査導波路が、撮像、抽出
診断（ｓａｍｐｌｉｎｇ　ｄｉａｇｎｏｓｅｓ）、および投与治療のために使用され、各
機能は、所望の機能を実現できるようにするために走査プロセスの１つまたは複数のパラ
メータを適切に変更することにより、異なるフレーム中に行われる。この走査システムの
一部として使用される構成要素に小さな変更を施すことにより様々な機能を提供すること
ができることを理解することは有用である。例えば、診断能力を提供するのではなく、走
査システムを用いて行われる治療の進行を監視するために、走査システムの走査パラメー
タおよび他の動作態様を変更することにより、走査システムを容易に変更することができ
る。走査システム４６０で、対話式コンピュータワークステーション４６２は、医師が走
査光ファイバを制御できるようにし、かつ撮像、診断（例えば光学的生検を得ることによ
り）、および投与治療のために使用されるソフトウェアアルゴリズムを実行できるように
し、撮像、診断、および投与治療は全て、同じ走査光ファイバにより、異なる走査パラメ
ータを用いて実施される異なる走査フレーム中に行われる。高解像度カラーモニタ４６４
が、光ファイバシステム４８８を介して分散コンソール４７２に搬送された走査光ファイ
バ４８４からの信号を受信する。走査光ファイバ４８４に隣接して患者の体内に内部的に
含まれていない場合には、任意選択のＲＧＢ検出器が提供されることもある。ユーザに表
示される高解像度カラー画像を生成するために、対象領域（ＲＯＩ）４８６が光ファイバ
により走査される。
【００４５】
　例示的な受動ディスプレイ実施形態では、２つの陰極管モニタ（ＣＲＴ）が、同じ物体
の画像（例えば、ＲＯＩでの組織の画像）を生成するために２つの異なるコントラストモ
ードを使用して画像を表示する。例えば、同じ共振駆動型の走査光ファイバが、一方のＣ
ＲＴ上でのフルカラー光学画像と、もう一方のＣＲＴモニタ上でのグレースケール蛍光画
像との両方を生成することがある。励起および信号の光学特性が重畳しない場合、２つ以
上の画像を同時に生成することができる。そうでない場合には、２つの画像が、順次フレ
ームで、または高速共振スキャナのラインスイープ（ｌｉｎｅ　ｓｗｅｅｐｓ）を交代さ
せて捕捉される。画像コントラストモード間（フルカラー光学モードと蛍光モードと）で
切り換えるために、走査デバイスを用いて実施されるフレームに応じて光源がシャッタを
閉められる、またはオフ／オンに直接切り換えられる。照明パワーとスペクトル範囲との
両方の変調中に時間的に同期して、光子検出器からの信号が記録され、個別の画像として
表示される。この例では、同じＲＯＩの第２の蛍光画像を与えられることにより、医師は
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、小さな病変または前癌病変を見つけて、能動的に識別することができ、これらの病変は
、撮像モード中に生成される標準の白色光画像では見ることができることもできないこと
もある。
【００４６】
　２つのディスプレイの一方は、医師がレーザ手術のためのＲＯＩを選択（ＲＯＩの輪郭
を描画）できるようにするタッチスクリーン、またはパッド、ボイス、もしくはジョイス
ティック制御モニタであってもよいと企図されている。画像は移動していることがあるの
で、タッチスクリーンモニタは、画像を捕捉して、時間的に静止させる必要がある。しか
し、このＲＯＩの輪郭が描かれると、画像分割および物体認識アルゴリズムを実施して、
リアルタイム画像獲得および表示中にＲＯＩをハイライト表示して保つことができる。タ
ッチスクリーンモニタは、パワーレベルおよびレーザ放射暴露の持続時間など、レーザ治
療のためのパラメータを医師が設定するためのサイドバーメニューを提供することができ
る。第２のディスプレイは、双方向性を提供せず、しかし好ましくは、フルカラーまたは
グレースケールでリアルタイム光学画像を表示する高解像度モニタである。ＩＲ光子検出
器が内視鏡に一体化される場合、擬似カラーを用いた高解像度ディスプレイが、レーザ手
術中の組織加熱および／または組織照射などレーザ治療の進行を医師が監視できるように
する。
【００４７】
　走査光ファイバは、ブロック４６６に示されるガイドワイヤまたはカニューレ（図示せ
ず）と、先端誘導および安定化を容易にする手動制御装置とを使用して、ＲＯＩ　４８６
に向かい合う患者の体内の所望の位置に位置決めされる。ＲＯＩ　４８６内で、光学的生
検「スポット」４８５が、疾患の診断のための単一点スペクトル測定の空間および時間的
分布を示す。これらのスポットは、インビトロ生検分析のために組織試料を侵襲的に採取
する現行の処置によく似た形で分布される。各スポットは、光学スキャナのフレームサイ
クル中に分光分析されることがあり、ｔ１とｔ２とを例えば約１／３０秒だけ離す。走査
光ファイバにより提供される画像に加えて、ＲＯＩからＩＲ信号を受信するために、ブロ
ック４６８に示されるＩＲ熱光検出器（および任意選択の温度モニタ）を含むこともでき
る。
【００４８】
　走査光ファイバまたは光導波路の動作の制御を容易にするために、ブロック４７０に示
されるように、マイクロセンサおよび制御電子回路のための電源が提供される。制御電子
回路により提供される信号は、光ファイバを走査させるアクチュエータがブロック４７０
内部の電気ハードウェアとソフトウェアとの両方により制御されるとき、光ファイバの振
幅および変位制御を可能にする。分光光度計および／またはスペクトル解析器４７４が診
断目的のために含まれる。これは、分光光度分析に基づいて、ＲＯＩの状況の評価の際に
、医師が、癌などの疾患のためのスクリーニングおよび診断のために、ＲＯＩ　４８６か
ら受け取られる光のスペクトル組成と光学的生検位置４８５の分布とを使用することがで
きるからである。ＲＯＩを撮像することができるようにＲＯＩを照明するために、赤色、
緑色、および青色光源４７６、４７８、および４８０が組み合わされ、それらが生み出す
光が、光ファイバシステムを介して走査光ファイバ４８４に搬送される。スペクトル解析
のために使用される光源は、ＲＧＢ光源（例えばレーザ）の１つ、または二次レーザもし
くは白色光源からの高出力パルスであってよい。信号強度、時間、および照明強度に制限
があるので、初めに、フラッシュ照明を使用して反復型の単一点分光方法を採用すること
ができる。さらに、同じまたは異なる高出力レーザ源４８２を採用して、ＰＤＴ、腫瘍の
レーザ焼灼、および高強度源を用いて行われる他のタイプの治療などの治療を実施するこ
とができる。そのような治療に関連付けられる走査パラメータは、明らかに、撮像および
診断のために使用されるものとは異なっている必要がある。例えば、治療用の高強度レー
ザ光が、それを必要とする組織に限定されることを保証するために、スキャン振幅および
スキャン周波数は、撮像のために使用されるものよりもはるかに小さい可能性がある。
【００４９】
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　システム４６０を使用する際、医師は、標準のフルカラー内視鏡画像を表示する高解像
度カラーモニタを見ながら、可撓性の単一走査光ファイバ構成要素を患者の身体の適切な
領域に誘導して操縦する。腫瘍および／または前癌病変の探索は、モニタを見ることによ
り始まる。分光光度計およびスペクトル解析器４７４と共に含まれる第２のモニタ（別個
には示されていない）が、内視鏡画像のグレースケールバージョンの上に擬似カラーで蛍
光マッピングを表示する。異常出現組織などＲＯＩが見つかったとき、可撓性の内視鏡が
機械的に安定化される。ＲＯＩは、ＦＯＶ内で中心を合わされ、次いで本発明により提供
される多重解像能力を使用して拡大される。ＲＯＩまたは腫瘍のサイズが評価され、可視
画像または診断画像を画像処理することにより、かつ場合によってはスキャナの遠位端か
らＲＯＩへの距離測定を実施することにより、画素境界が決定される。ＬＩＦＳなど分光
診断が必要とされる場合、光学的生検点の分布が、照明レベルと共に推定される。診断測
定は、多くの撮像フレームにわたり自動的に照明を繰り返し送達することにより行われる
。ユーザは、診断を中止することができ、または、明確な診断を得ることができるまでサ
ンプリングの信号対雑音比および／または密度を改良するようにワークステーションを継
続させることができる。診断の結果は、リアルタイムであることが期待され、標準の画像
の上に重畳される。
【００５０】
　共振走査画像のための画素滞留時間は、特定のＦＯＶおよび画像解像度に関して固定さ
れているので、単一点または単一画素光学的生検処置は、フレームシーケンシャル信号平
均化を行うのに十分な光パワーまたは画像安定性を有さないことがある。これらの場合に
は、単一光学的生検「スポット」が、撮像ＦＯＶの中心の近くに選択される。通常の撮像
のための振幅変調共振走査をフレーム間で中断することができるので、診断フレームは、
任意の期間にわたり「停留」された単一照明ビームであってよい。単一光学的生検「スポ
ット」の持続時間は、ユーザまたはシステムが決定することができ、正確な診断のために
十分な信号が獲得されていることを確定している。診断中に走査しない機能は、光－組織
相互作用の滞留時間が完全に不定である極端な場合のものである。実際には、単一光学的
生検スポットは、照明光の非共振走査により、または撮像フレーム中に採用されるものよ
りも大きさがかなり小さいアクチュエータに印加されるドライブ信号に応答した共振走査
により、わずかに拡大されることがある。例示的なドライブ信号が、幾つかの得られるス
キャンパターンと共に図５Ａ～５Ｈに例示されている。
【００５１】
　走査光ファイバシステム（または他のタイプの走査デバイス）を用いて実施される診断
機能は、走査される領域内の位置にある組織の蛍光を検出することができ、これは生理的
状態の証拠となることがある。あるいは、診断機能は、領域内の所望の位置で蛍光または
燐光寿命を求めることができる。実施することができる他の診断処置は、走査される領域
内の所望の位置でレーザ誘導蛍光分光分析を行うこと、所望の位置で白色光反射率分光分
析を行うこと、およびその位置でラマン分光分析を行うことを含む。実施することができ
るさらなる診断および治療処置は、蛍光のマルチフォトン励起を使用するＲＯＩのマルチ
フォトン検査と、光子の第二次高調波発生と、インサイチュでの光治療のためのマルチフ
ォトン焼灼の破壊力とを含む。診断は、例えば、サイズまたはコヒーレント撮像を推定す
るための内視鏡と組織との間の距離測定、あるいは、腫瘍貫入など、組織内部の構造の深
さを推定するための光コヒーレントトモグラフィラインスキャンを実施することにより、
距離および深さの正確なマッピングを含むことがある。当業者は、これらの各診断機能を
実現するために適切な光源および走査パラメータをどのように適用することができるかを
容易に理解されよう。
【００５２】
　ＰＤＴなど光治療が保証される場合、光照射線量が決定され、走査光学システムを制御
する対話式コンピュータワークステーションにプログラムされる。ＰＤＴ治療は、ＰＤＴ
蛍光色素に関して事前選択された典型的には高出力レーザ源４８２による高強度レーザ照
明の光学スキャンであり、ダイクロイックフィルタ、減衰器、および電気機械シャッタを
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使用して制御することができる。フレームシーケンシャル様式では、ＰＤＴ治療中に、蛍
光画像と可視画像との両方が、様々な走査フレームでの各機能に適切な走査を実現するよ
うに走査パラメータを制御することにより同じ走査デバイスを使用して獲得される。医師
は、両方のディスプレイ上でこれらの獲得された画像を観察することにより、ＰＤＴ治療
の進行を監視する。
【００５３】
　共振光学走査と光学診断との一体化と同様に、画像フレーム内の個別の画素に関する滞
留時間は、単に光照明強度が増加されるときには、レーザ焼灼または熱壊死など所望の治
療効果を引き起こすには不十分であることがある。したがって、撮像のために使用される
共振走査は、オフに切り換えられ、または中断されることが必要となる場合があり、照明
は、治療のために特定のＲＯＩの上に「停留」される。フレームシーケンシャルベースで
撮像範囲内の中心画素に照明を停留することができる機能は、ユーザが、撮像システムの
制限によらずに、光－組織相互作用の滞留時間を任意または選択的に定義できるようにす
る。レーザ穴開けまたは単一点レーザ焼灼には長い滞留時間が必要とされることがある。
単一点光学的生検「スポット」は、診断を決定するには十分であることがあるが、ほとん
どの場合、光治療のためにはＲＯＩ全体が治療されなければならない。したがって、例え
ば多くのより小さな穴をパターン状に形成することにより大きな穴が開けられるとき、開
けられる穴は、領域全体を埋めるように事前決定されることがある。各穴が開けられる合
間に、または多くの穴が開けられた後、ＲＯＩをフレームシーケンシャル様式で再撮像す
ることができる。各穴は、非共振周波数で走査することにより、または撮像のために使用
される共振周波数またはその付近で非常に低い振幅で走査することにより、わずかに拡大
することができる。撮像フレームによりカバーされる面積よりもはるかに小さな面積を走
査することにより、走査されるスポットのより遅い並進により、各画素位置での滞留時間
は増加される。例示的なドライブ信号が、得られるスキャンパターンと共に図６Ａ～６Ｄ
および７Ａ～７Ｆに例示される。
【００５４】
　適切な強度の光源を提供し、走査デバイスドライブ信号の走査パラメータを制御して、
所望のパターンおよび他の適切な特性を実現することにより、走査デバイスを使用して様
々なタイプの光治療を送達することができる。フレームシーケンシャル様式では、この治
療の制御は、治療の反復実施の合間に撮像することにより、または赤外熱撮像もしくは血
流撮像フレームなど個別の監視機能を提供することにより監視することができる。例えば
、走査される領域が患者の目である場合、走査デバイスを使用して、分子を解放すること
によるレーザ照明光活性化、またはレーザオプトポレーション処置（ｌａｓｅｒ　ｏｐｔ
ｏｐｏｒａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）、またはビジョン修正処置（ｖｉｓｉｏｎ　
ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を送達することができ、次いで、使用
されるパラメータおよび光源を切り換えることにより、医師が、治療の有効性を求める、
損傷の任意の症候を査定する、かつ／またはさらなる治療が必要とされるかどうか求める
ことができる。
【００５５】
［連続走査フレームおよび得られるスキャンパターンの例］
　図５Ａ～５Ｈは、連続走査フレームで採用される様々な走査パラメータの幾つかの例を
示す。図５Ａ～５Ｈは全て、等しい周波数および振幅に設定された片持ち式光ファイバの
横方向振動のための２次元アクチュエータへのドライブ信号を用いた、共振ファイバスキ
ャナの螺旋スキャンの例示的な場合を例示する。しかし、ドライブ信号のただ１つの軸の
みが図５Ａ～５Ｈに示されており、これはＸドライブ軸と標示されている。典型的には、
Ｙドライブ軸は、振幅および周波数がほぼ同一であり、しかし、所望のパターンを生成す
るように、例えば円形の共振動作を発生するために９０度だけ位相シフトされている。
【００５６】
　図５Ａに、複数の走査フレーム５００が例示され、ここで各連続走査フレーム５０２は
同一であり、しかし走査デバイスは、共振走査デバイスに要求される機能に応じて、任意
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の、または選択された時間間隔にわたり停止される。この場合、反復走査フレームは、走
査ファイバ内視鏡の通常動作の連続撮像モードを表す。拡大螺旋持続時間５０４により識
別されるように、各撮像フレーム内で、共振ファイバスキャンが駆動されて拡大螺旋パタ
ーンになる時間がある。螺旋スキャンの完全な拡大の後、別の撮像フレームの前にファイ
バを開始位置に戻して位置決めし直すための期間、すなわちリトレース時間（ｒｅｔｒａ
ｃｅ　ｔｉｍｅ）５０６と、共振振幅をゼロに整定するために使用される最小整定時間５
０８とが存在する。全ての時間間隔が、走査フレームに要求される機能に応じて、ユーザ
により（または自動的にシステムにより）選択的に調節可能である。この例では、拡大螺
旋持続時間（ＥＳＤ）５０４と、リトレースのための時間５０６と、最小整定時間５０８
とにより定義される反復撮像フレームは、フレームｉとして例示される第１の撮像フレー
ムと同一である。後続の撮像フレームは、ｉ＋１により示される。この第２の撮像フレー
ムの後、整定時間５０８は、参照番号５０９として図５Ａに示されるように、フレームｉ
＋２中の診断機能のために、任意に時間を延長することができる。この診断機能は、任意
の時間長にわたりファイバスキャナを静止位置に維持することができ、十分な光パワーが
、前に定義したように単一位置または「スポット」で光学的生検診断を実施できるように
する。撮像のための中断された共振ファイバ走査は、後続のフレームｉ＋３で再開される
。
【００５７】
　撮像のために使用される拡大螺旋スキャンは、ＸおよびＹドライブ軸の原点に関して対
称であり、図５Ｂに示される円形の２次元スキャンパターン５１０をもたらす。図５Ａか
らの３つの撮像フレームｉ、ｉ＋１、およびｉ＋３はそれぞれ、図５Ｂの円形領域５１２
を走査する。単一光学的生検「スポット」が、円形領域５１２の原点または中心５１４に
位置される。他の機能の実施のために採用されるフレームにより中断される連続撮像フレ
ームからの２Ｄスキャンパターンの全ての表現は、ファイバ走査動作以外に動作がない、
すなわち内視鏡が静止したままであると仮定している。
【００５８】
　図５Ｃに、複数の走査フレーム５２０が例示され、ここでは、走査フレーム５０２に整
定時間５０８が続き、整定時間５０８中、走査デバイスが停止され、次に走査デバイスは
、走査フレーム５２２で示されるように駆動される。走査フレーム５２２において、走査
デバイスは、フレーム５０２の最大振幅の２倍まで、しかし走査フレーム５０２における
よりも実質的に低い周波数で駆動され、走査フレーム５２２の持続時間は、走査フレーム
５０２の持続時間よりも長い。この例では、撮像フレーム内での周波数は、ファイバスキ
ャナの共振またはその付近であり、一方、後続の診断フレーム内での周波数は、実質的に
スキャナ共振未満である。非共振周波数ではスキャナ応答の機械的な振幅がないことによ
り、Ｘドライブ信号のより大きな振幅は、図５Ｄに示されるように、単一診断スポットを
わずかにだけ拡大する働きをする。図５Ｄにおける２Ｄスキャンパターン５３０での円形
撮像領域５３２は、図５Ｂにおける円形領域５１２と正確に同じである。しかし、図５Ｂ
からの円形領域５１２と比較して、図５Ｄでの単一生検スポット５３４は、非共振走査に
よりわずかに拡大される。
【００５９】
　図５Ｅに、複数の走査フレーム５４０が例示され、ここでは、走査フレーム５０２に整
定時間５０８が続き、整定時間５０８中、走査デバイスは、走査フレーム５４２での走査
デバイスの駆動が始まるまで停止される。走査フレーム５４２で、走査デバイスは、非常
に小さい振幅での周期信号（ＡＣ信号）と、大きい振幅での定常状態オフセット（ＤＣオ
フセット）との組合せにより駆動される。診断フレーム内の生検スポットが大きな振幅の
非共振スキャンによりわずかに拡大される図５Ｃに示される例とは異なり、図５Ｅでの診
断フレーム中の小さな振幅の周期信号は、共振周波数またはその付近にあり、動作の機械
的な振幅を可能にする。図５Ｆでの２Ｄスキャンパターン５５０に示されるように、得ら
れる光学的生検スポット５５４は拡大され、加えられるＤＣオフセットにより、撮像範囲
５５２の原点または中心からずらされる。また、非共振ＤＣオフセットは、軸方向で（ま
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たは深さ方向で）、かつ横方向で単一光学的生検スポットをシフトすることもできる。Ｄ
Ｃオフセットは、アクチュエータに適用することができ、アクチュエータが、レンズ系に
より近接するように点源をシフトし、これは焦点深度を増加する。例えば、管構造を効果
的に拡大するために、点源を横方向に変位させることなくレンズ系に向けてファイバ先端
を移動させることにより、管圧電セラミックアクチュエータの全ての４つの象限（＋Ｘ、
－Ｘ、＋Ｙ、－Ｙ）を同様に活動化させることができる。走査される照明平面の深さと光
学診断の位置とを光学的にズームして変更するために、ＤＣオフセットを用いて別のアク
チュエータ（図示せず）を活動化させることもできる。
【００６０】
　図５Ｇで、複数の走査フレーム５６０が、中断される共振を用いて動作される走査デバ
イスを用いた一連の交互撮像フレームを例示する（Ｘドライブ信号のみで例示される）。
この例では、フレームｉに関するドライブ信号５６２は、共振ファイバ走査画像を発生し
、この画像は、ドライブ信号５６４により生成されるフレームｉ＋１の共振ファイバ走査
画像の２倍の振幅を有し、しかしＥＳＤは半分である。両方のフレームが、ファイバスキ
ャナ共振周波数またはその付近で撮像しているので、拡大螺旋持続時間が、撮像範囲内の
走査線（円）の数を決定する。ドライブ信号の最大振幅は、ファイバスキャナの最大振幅
を決定し、これは、撮像される視野に直接関係する。しかし、両方の画像が、等しい画素
マッピングのディスプレイスクリーン５７０上に等しい解像度で同時に表示される場合、
図５Ｈに示されるように、フレームｉから得られる画像５７２は、フレームｉ＋１からの
画像５７４の直径の半分となる。典型的には、より大きな視野の画像フレーム（フレーム
ｉ）は、より小さな視野の画像フレーム（フレームｉ＋１）よりも大きな表示面積にわた
りユーザに表示され、したがって実際、２つの異なるディスプレイが使用され、または画
像のフォーマッティングをユーザの期待に沿うように調節することができる。時系列で共
振光学スキャナに印加される連続的に変化するドライブ信号の使用は、得られる２つの表
示画像をユーザに同時に表示することができることを示す。
【００６１】
　複数の撮像フレームは、図６Ａの図示の例６００では、診断フレームと治療フレームと
の両方により中断される。そこに示されるように、共振ファイバスキャナを駆動するため
の一連の５つのフレームにわたるＸドライブ信号が示され、一方、Ｙドライブ信号は、同
様であり、しかし９０度位相がずれて現れることが予想される（螺旋走査に関して）。初
期フレーム６０２は、図５Ａに表された標準の撮像フレームｉである。拡大螺旋持続時間
６０３、リトレース時間６０４が示され、整定時間６０５が、撮像フレームｉを後続の診
断フレーム６０６、すなわち診断フレームｉ＋１から離す。診断フレーム（ｉ＋１）は、
撮像フレーム（ｉ）よりも単位面積当たりでより長い光－組織相互作用滞留時間を必要と
することがある蛍光画像であってよく、これはＥＳＤ６０７を必要とする。リトレース時
間６０８および整定時間６０９の持続時間は、視野がほぼ同じ（同じ最大振幅）であるの
で、撮像フレームに関するものと同じであると予想される。後続の治療フレーム（ｉ＋２
）は、面積当たり最長の光－組織相互作用滞留時間を必要とし、したがって拡大螺旋持続
時間６１１は最大化され、一方、リトレース時間６１２および整定時間６１３は、より大
きなＦＯＶを有する前のフレームと同じ、またはそれよりも短くすることができる。治療
フレーム（ｉ＋２）は、光線力学療法に関するものであってよく、前の診断フレーム（ｉ
＋１）で撮像されたのと同じ蛍光増感剤を、しかしはるかに高いパワーで、より小さい面
積にわたり励起する。以降のフレームは、診断フレーム６０６と同様の反復診断フレーム
（ｉ＋３）を表し、これは、前の診断フレーム（ｉ＋１）からのものと同じ蛍光発光スペ
クトルを撮像する。反復蛍光診断は、ユーザに残留蛍光活性の尺度を与えることができ、
残余蛍光活性は、光線力学療法を繰り返す見込みに相関することがある。最終のフレーム
（ｉ＋４）（初期フレーム６０２と同様）は、一連の反復撮像フレームを表す。これらの
例示的な順次フレームは、本発明の手法を使用する内視鏡の典型的な動作に何が期待され
ているかに対応する。
【００６２】
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　順次時系列で撮像、診断、および治療フレームをもたらす例示的なＸドライブ信号の２
Ｄスキャンパターンは、図６Ｂに例示されるように重畳することができる。重畳された螺
旋スキャンパターン６２０は、垂直線模様で表された撮像領域６２２、水平線模様で表さ
れた蛍光診断領域６２４、および（黒塗りの）より小さな治療ＰＤＴ領域（６２６）とし
て示される。ドライブ信号ではオフセット電圧が使用されなかったので、全ての走査パタ
ーンが原点に中心合わせされる。また、ＸおよびＹドライブ信号はどちらも周波数および
振幅が合致されると仮定されたので、走査パターンは円対称である。
【００６３】
　図６Ｃは、共振ファイバスキャンを発生するのに必要とされるＸドライブ信号により生
成される撮像、治療、監視、および撮像の連続するフレームの例示的な組６４０を示す。
第１の撮像フレーム（ｉ）６０２は、図６Ａに示されるのと同様に、拡大螺旋持続時間６
０３と、リトレース時間６０４と、整定時間６０５とを有する。後続の治療フレーム（ｉ
＋１）６４６は、任意の時間量にわたり静止または単一点の治療を提供する。熱的加熱（
ｔｈｅｒｍａｌ　ｈｅａｔｉｎｇ）および熱壊死などの治療には、長期の光－組織相互作
用が必要とされる。治療フレームには、すぐに監視フレーム（ｉ＋２）６５０が続き、こ
れは、適用される光治療への組織応答を査定するため、および治療を繰り返すべきかを査
定するために採用される。監視フレームは、損傷の深さを査定するために赤外撮像を使用
することができ、または組織の温度を査定するためにサーマルマッピングを使用すること
ができる。一連のフレームは、反復撮像フレーム（ｉ＋３）で終了し、このフレームは初
期フレーム６０２と同一である。
【００６４】
　図６Ｄは、図６ＣのＸドライブ信号から生成される得られる２Ｄスキャンパターン６６
０を例示する。撮像、治療、および監視の全ての３つのスキャンパターンが重畳されてい
る。撮像領域６６２は、最大の円形領域であり、治療中心スポット６６４は、走査がなか
ったので原点に位置される。監視用のスキャン６６６は、撮像用のスキャン６６２の最大
駆動振幅の半分であり、したがってこの領域は、スキャン６６２の直径の半分で図示され
る。
【００６５】
　走査デバイスを駆動する走査信号は、図７Ａで入力信号波形７００および７１５により
示されるように、２つの直交する方向、すなわちＸ方向とＹ方向とでドライブすることが
できる。入力信号波形７００は、初期フレーム（ｉ）および最終（ｉ＋１０）走査画像フ
レーム７０１を含み、これらは、９つの別個の治療フレーム（ｉ＋１からｉ＋９）７０２
から７１０により離隔されている。別個の走査フレームそれぞれで、Ｘドライブ信号は、
ステップ電圧信号の振幅により示されるＤＣオフセット電圧によりシフトされる。同様に
、Ｙドライブ信号波形７１５は、９つの治療フレーム（ｉ＋１からｉ＋９）７１７から７
２５により離隔された初期フレーム（ｉ）と最終（ｉ＋１０）撮像フレーム７１６とを含
む。Ｙドライブ信号に関するＤＣオフセット電圧の別個の組が、固定点照明の中心点と８
つの周囲の点とを生成する。ＸおよびＹ入力信号波形７００および７１５は、同じ総時間
間隔を表す。共振スキャン周波数は、全ての振幅変調撮像スキャンで同じであるが、Ｙス
キャンドライブ信号は、入力信号波形７００および７１５ではＸスキャンドライブ信号か
ら９０度位相をずらされており、共振ファイバスキャナを使用して螺旋スキャンを発生す
る。
【００６６】
　図７Ａにおける波形からの例示的なスキャンパターン７３０が図７Ｂに示される。９つ
の治療スポット７３２が、円形撮像領域７３１上に重畳されて図示されている。長い持続
期間にわたる熱的加熱により形成された図６Ｄにおける単一治療スポット６６４と比較し
て、図７Ｂでの９つのより小さな治療スポット７３２は、より短い持続時間にわたるレー
ザ焼灼により生成され、穴開けをもたらす。撮像領域の中心原点の周りのより大きな面積
をカバーするために、図７Ａに示されるＸおよびＹドライブ信号に８つの異なる非共振Ｄ
Ｃオフセットを加えることにより、治療穴開けは時系列で横方向にシフトされる。また、
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加えられるＤＣオフセットは、軸方向Ｚ方向であってよく、これは、焼灼面積よりも大き
く穴深さを拡げる。
【００６７】
　図７Ｃで、２つの直交診断ラインスキャン、それぞれ７５０および７６０が、Ｘおよび
Ｙ方向に関する異なる例示的なスキャナ入力（ドライブ信号）を有する一連の走査撮像フ
レーム内に導入される。最初（ｉ）および最後（ｉ＋３）のフレームは、それぞれＸおよ
びＹドライブ信号に関する共振走査画像フレーム７０１および７１６である。Ｘドライブ
信号に関して、時間（ｉ＋１）での次のフレームは、任意の時間７５２にわたり繰り返さ
れる水平またはＸ軸に沿って共振ラインスキャンである。この反復水平ラインスキャン中
の対応するＹ軸ドライブ信号７６２は、Ｘ軸に直交する方向では振幅が必要とされないの
で、ゼロである。後続のフレーム（ｉ＋２）は、直交する垂直Ｙ軸に沿った共振ラインス
キャンであり、これは、Ｘドライブに関しては任意の時間７５４にわたり反復され、Ｙド
ライブに関しては任意の時間７６４にわたり反復される。ラインスキャンは、垂直または
Ｙ軸のみに沿っているので、このフレーム（ｉ＋２）中にＸドライブに関しては振幅が存
在せず、しかしＹドライブ信号に関しては全振幅である。線形走査パターン（水平および
垂直）はそれぞれ、実施される診断処置により定義することができる任意の期間にわたる
反復共振ラインスキャンである。スキャンパターンは各診断期間中に同じままであるので
、直交方向での得られる診断ラインスキャンは、２つのフレーム（ｉ＋１）および（ｉ＋
２）と呼ばれる。
【００６８】
　撮像および診断フレームの２Ｄ走査パターンが、図７Ｄに例示されている。円形撮像領
域７７２は、垂直および水平軸の原点に中心合わせされる。２つの直交線形スキャンは、
撮像および診断のための共振ドライブ信号の最大振幅が同じであるので、撮像円形領域内
で水平軸７７４および垂直軸７７６に沿って繰り返される。
【００６９】
　反復診断ラインスキャンは、幾つかの機能を有することができる。同じ領域にわたり反
復して走査することにより、弱い診断信号スキャンが各画素で平均化されて、信号対雑音
比を増加する。別法として、光源は、マルチスペクトルまたはハイパースペクトル解析を
行うために走査照明の様々なスペクトル領域に調整する、またはフィルタすることができ
る。さらに、組織構造を通る断面図またはスライスを作成するために、反復ラインスキャ
ンにわたり焦点深度を変化させて、増加する深さにわたり診断光学蛍光または後方散乱光
（光コヒーレントトモグラフィ信号）を測定することができる。
【００７０】
　図７Ｅおよび７Ｆは、診断、治療、および／または監視のための１つまたは複数のフレ
ームにより中断され、ユーザの望みに合致する、またはＲＯＩの幾何形状に合致するよう
にサイズを選択的に決定されたスキャン面積を有する複数の共振走査撮像フレームを例示
する。以下に説明するように、図７Ｅに、Ｘドライブ（実線）およびＹドライブ（破線）
信号７８０への様々な入力が例示され、螺旋走査パターンで共振ファイバスキャナを使用
する。最初（ｉ）および最後（ｉ＋２）の撮像フレーム７８２は、診断、治療、および／
または監視フレーム（ｉ＋１）７８４の前および後の連続的な撮像を表す。フレーム（ｉ
＋１）７８４は、Ｙドライブ信号振幅７８８の２倍である最大Ｘドライブ信号振幅７８６
を有する。先行および後続の撮像フレームと比較して、振幅変調共振走査のためのＸドラ
イブ信号は、撮像フレームの２倍を超える持続時間であり、しかし撮像フレームの最大振
幅よりも小さい。図７Ｆに、得られる２Ｄスキャンパターンが重ね合わせ７９０として例
示される。円形撮像領域７９２は、原点の周りに中心合わせされ、一方、診断、治療、ま
たは監視される領域を画定する楕円領域７９４は、より小さく、その最大寸法がＸ軸に沿
っている。この例ではオフセット電圧が印加されなかったので、楕円領域は、原点の周り
に中心合わせされる。
【００７１】
　フレームシーケンシャル様式で撮像、診断、治療、および監視など機能の実装を変更す
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る目的での中断される共振走査の例は、全て、共振ファイバスキャナを使用して、主に螺
旋走査動作モードで例示された。螺旋走査フレームの通常動作は、共振ファイバスキャナ
のための高速リトレースおよび整定時間をなくし、振幅変調波形に関して連続三角波で動
作し、これはゼロ振幅の共振ファイバ動作になることが決してない（例えば、非特許文献
１参照。フィードバック制御を伴った、および伴わない三角波の使用を説明している）。
リサージュスキャンパターンなど、他の走査パターンを、小さな変更により走査ファイバ
を用いて実施することができる（例えば、非特許文献２参照）。最後に、光学スキャナを
、照明のみ、照明と検出、または光信号の検出のみのために使用することができる。
【００７２】
［例示的な移動ミラー走査デバイス］
　図８は、領域８４０を走査するために移動マイクロ電気機械システム（ＭＥＭＳ）反射
面８１８を使用する内視鏡において使用するための例示的な走査デバイス８００の第１の
実施形態を例示する。シングルモード光ファイバ８１０は、光信号８１６を搬送し、例え
ば約０．１１に等しい開口数を有する拡大ビームを生成する。垂直駆動アクチュエータ８
１２および水平駆動アクチュエータ８１４が、中心線８３８に対してＸおよびＹ方向で二
軸で反射面を動作させる。オリフィス８２０が、ＭＥＭＳ反射面に形成されて、拡大光ビ
ームが固定凸面鏡８２４に向かって経路８２６に沿ってＭＥＭＳ反射面を通過できるよう
にする。光ビームは、固定凸面鏡から経路８２８に沿って反射され、次いで、ＭＥＭＳ反
射面から経路８３０に沿ってスキャンレンズ８３２および８３４に向かって反射され、ス
キャンレンズ８３２および８３４が、領域８４０にわたり走査する点８３６に光ビームを
合焦する。ＭＥＭＳ反射面は（図に示されるように）凹形である必要はなく、その代わり
に、光ビームを合焦するための任意の光パワーを提供しないように平坦であってもよいこ
とに留意すべきである。さらに、ＭＥＭＳミラー表面は、動的に変化するように作製する
ことができる（例えば、非特許文献３参照）。この場合、光学システムは、依然として、
内視鏡の遠位端の遠位にある点８３６での所望の焦点に光ビームを集束することができる
。実際には、（凹形ではなく）平坦なＭＥＭＳ反射面のほうが、高い光学品質で製造する
のが簡単である。内視鏡に関して十分なＦＯＶを提供するのに必要なＭＥＭＳ反射面の二
軸走査は、ＭＥＭＳ反射面が共振または近共振動作で移動することを必要とすることが多
い。しかし、顕微鏡ＦＯＶ（例えば、直径１ｍｍ未満）には、ＭＥＭＳ反射面の非共振動
作で十分であることがある。
【００７３】
　例えば内視鏡で使用することができる移動ミラー走査デバイス９００の第２の例示的な
実施形態が、図９Ａおよび９Ｂに例示される。走査デバイス９００は、一方がＸ軸に関す
るものであり、一方がＹ軸に関するものである２つの直交軸に関する２つの別個の反射面
を使用するので、走査デバイス８００とは異なる。したがって、各反射面は、１つの軸に
関してのみ走査するように駆動される。共振駆動装置９０２は、水平方向で往復して移動
するように反射面９０４を駆動するために使用される。大抵、共振駆動装置９０２および
走査反射面９０４が、共振ＭＥＭＳスキャナを備える。シングルモード光ファイバ９１０
は、平坦な反射面９０６に向けて光ビーム９１２を搬送し、反射面９０６は、ビームを垂
直に走査させる働きをし、シャフト９０８ａに取り付けられている。シャフト９０８ａは
、垂直駆動装置９０８により往復して振動するように駆動され、垂直駆動装置９０８は、
水平スキャナよりも小さく、高速フライバックで共振または近共振状態で動作する（例え
ばラスタスキャンのフレームレートで）。光ビームは、平坦な反射面９０６から経路９１
４に沿って水平走査反射面９０４に向けて反射され、それにより、経路９１６に沿ってス
キャンレンズ９１８および９２０を通るように反射される。これらのスキャンレンズは、
領域９４０上の点９２２に光ビームを合焦し、それにより、点は、垂直および水平スキャ
ナを駆動する信号により決定される所望のパターンで領域にわたり走査する。
【００７４】
　走査デバイス９００は、非共焦幾何形状を有するものとして例示されている。走査によ
り得られる領域からの光は、スキャンレンズ９２０および９１８を通って戻り、例示的な
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経路９２４に沿って、任意選択の収集光ファイバ９２６、９２８、および９３０内に進み
、これらの光ファイバ９２６、９２８、および９３０は、赤色、緑色、および青色フィル
タ、または他の波帯フィルタリングを設けられることがある。任意選択の収集光ファイバ
は、レンズを含む内視鏡の走査デバイス部分の外側に配置することができ、または図示さ
れるように、垂直スキャナを構成するＭＥＭＳ反射面を取り囲むこともある。さらに、シ
ングルモードＲＧＢ光ファイバ９１０、ならびに他の任意選択の光ファイバ９３２、９３
４、および９３６を、他の機能を実施するように提供することもできる。例えば、任意選
択の光ファイバ９３６は、２つのスキャナを使用する、領域９４０の所望の部分に治療を
施すための高出力レーザにより生成される高強度光ビームを送達するシングルモード光フ
ァイバであってよい。
【００７５】
　光損傷しきい値を増加するように調整されている小さなコアの光ファイバの実施形態が
図１０に示されている。この例示では、光ファイバ１０５０を通して伝達されることにな
る光１０１０は、初めに、カップリングレンズ１０２０を通されて、エネルギーを合焦す
る。任意選択のアパーチャ１０３０を使用して、光ビームが光ファイバ１０５０の小さな
コアに集束するときに光ビームの直径を制御することができる。精密に制御された直径は
、吸収されることがあり光損傷をもたらす可能性がある迷光が最小であることを保証する
。小さなコアの光ファイバ１０５０の前面または近位端に、エンドキャップ１０４０が取
り付けられる。エンドキャップ１０４０は、光ファイバのコアの材料と同じまたは同様の
材料からなり、本質的には、単により大きな直径の構成要素であり、これは、近位界面へ
の光送達の強度を減少する。キャップ１０４０は、界面１０６０で最小の吸収が生じるよ
うにし、吸着汚染の可能性をなくし、このとき光強度は、光が局所的に伝播するための連
続媒体を提供することにより最大になる。エンドキャップ１０４０と光ファイバ１０５０
とは同一または同様の材料からなるので、エンドキャップ１０４０と光ファイバ１０５０
とを接合して１つの連続する非妨害媒体にするために高品質スプライシングまたは融合プ
ロセスが使用されていると仮定すると、界面１０６０は、物理的にではなく象徴的にのみ
存在する。空気と媒体との界面は、エンドキャップの近位端に設けられる界面１０７０に
効果的に移動される。
【００７６】
　界面１０７０は、この界面での吸光の量を減少するために機械または光学研磨を使用し
て調整することができる。機械研磨は、界面１０７０の表面を、表面に擦傷や窪みなどが
なくなるまで、次第に細かくなる研磨剤を用いて研削することを含む。光学研磨は、プラ
ズマが表面上に短期間発生するように高出力赤外光源を用いて界面１０７０の表面を照射
することを含む。プラズマが冷却し、材料が再凝固するとき、任意の残余擦傷や穴などは
除去されている。また、選択された光周波数での反射を最小限にするように界面１０７０
の表面を被覆することもできる。最終的に、エンドキャップ１０４０を有する光伝達光フ
ァイバ１０５０と、合焦レンズ１０２０と、任意選択のアパーチャ１０３０とを、内部筐
体１０８０の内部に気密封止することができ、それにより、界面１０７０の表面上に汚染
物質が生じないようにする。ＸＹＺマイクロ位置決めシステム１０９０を、光ファイバと
エンドキャップとのシステムに追加することができ、治療のために使用される高出力光エ
ネルギーの一時的な導入による位置の任意の熱ドリフトの補償を提供する。
【００７７】
　本発明の発展形態を、本発明を実施する好ましい形態およびその修正形態に関連して説
明してきたが、頭記の特許請求の範囲の範囲内でこの技術に多くの他の修正を施すことが
できることを当業者は理解されよう。したがって、発展形態の範囲は、上の説明により制
限されるとは意図されておらず、そうではなく頭記の特許請求の範囲を参照して完全に決
定される。排他的な権利を主張する本発明は、頭記の特許請求の範囲により定義される。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１Ａ】ラインまたは可変半径楕円を構成する振幅変調共振パターンで領域を走査する
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ために駆動することができるシングルモード光ファイバを有する例示的な走査デバイスを
例示する図である。
【図１Ｂ】シングルモードコアから光を放出し、二重クラッドを有する光ファイバの内側
クラッドを通して搬送される光を収集する例示的なファイバ走査デバイスを例示する図で
ある。
【図２Ａ】可変半径円または螺旋走査モードで領域を走査するために駆動することができ
るテーパ付き光ファイバを有する例示的な走査デバイスを例示する図である。
【図２Ｂ】光ファイバを駆動することができる例示的なプロペラスキャンモードを概略的
に例示する図である。
【図２Ｃ】マイクロレンズと適合され、領域を走査するために駆動されて機械的共振をす
るように構成された光ファイバを有する走査デバイスを示す概略図である。
【図３】撮像、監視、診断の実施、および領域への治療の提供のために、本明細書で述べ
る走査デバイスと共に使用可能なシステム内での信号の機能的な流れを例示するブロック
図である。
【図４】光治療送達および監視能力を有する一体型の癌撮像、スクリーニング、および生
検走査システムの機能ブロック図である。
【図５Ａ】共振ファイバスキャナへの様々な例示的な走査Ｘドライブ信号を示す例示的な
図であって、撮像および診断の目的で連続走査フレーム間で中断が生じる図である。
【図５Ｂ】得られる２次元走査パターンを示す例示的な図である。
【図５Ｃ】共振ファイバスキャナへの様々な例示的な走査Ｘドライブ信号を示す例示的な
図であって、撮像および診断の目的で連続走査フレーム間で中断が生じる図である。
【図５Ｄ】得られる２次元走査パターンを示す例示的な図である。
【図５Ｅ】共振ファイバスキャナへの様々な例示的な走査Ｘドライブ信号を示す例示的な
図であって、撮像および診断の目的で連続走査フレーム間で中断が生じる図である。
【図５Ｆ】得られる２次元走査パターンを示す例示的な図である。
【図５Ｇ】共振ファイバスキャナへの様々な例示的な走査Ｘドライブ信号を示す例示的な
図であって、撮像および診断の目的で連続走査フレーム間で中断が生じる図である。
【図５Ｈ】得られる２次元走査パターンを示す例示的な図である。
【図６Ａ】共振ファイバスキャナへの様々な例示的な走査Ｘドライブ信号を示す例示的な
図であって、診断、治療、および監視の目的で連続走査フレーム間で中断が生じる図であ
る。
【図６Ｂ】得られる２次元走査パターンを示す例示的な図である。
【図６Ｃ】共振ファイバスキャナへの様々な例示的な走査Ｘドライブ信号を示す例示的な
図であって、診断、治療、および監視の目的で連続走査フレーム間で中断が生じる図であ
る。
【図６Ｄ】得られる２次元走査パターンを示す例示的な図である。
【図７Ａ】共振ファイバスキャナへの例示的なＸドライブ信号および例示的なＹドライブ
信号の図であって、診断および治療の目的で連続フレーム間で中断が生じる図である。
【図７Ｂ】得られる非円形２次元走査パターンの図である。
【図７Ｃ】共振ファイバスキャナへの例示的なＸドライブ信号および例示的なＹドライブ
信号の図であって、診断および治療の目的で連続フレーム間で中断が生じる図である。
【図７Ｄ】得られる非円形２次元走査パターンの図である。
【図７Ｅ】共振ファイバスキャナへの例示的なＸドライブ信号および例示的なＹドライブ
信号の図であって、診断および治療の目的で連続フレーム間で中断が生じる図である。
【図７Ｆ】得られる非円形２次元走査パターンの図である。
【図８】領域を走査するために移動ミラー面と固定ミラーとを採用する実施形態の概略側
面図である。
【図９Ａ】領域を走査するために２つの移動ミラーを含む実施形態の概略側面図である。
【図９Ｂ】領域を走査するために２つの移動ミラーを含む実施形態の端面図である。
【図１０】光損傷しきい値を増加するように調整されている小さなコアの光ファイバとし
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